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新潟県柏崎市リサイクル協力店認定制度実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、家庭から出る資源物の店頭回収を行うなど、ごみの減量及び資源リサイ

クルについての取組を積極的に実施する店舗等を柏崎市リサイクル協力店（以下「協力店」

という。）として認定することにより、循環型社会の形成を推進することを目的とする。 

（認定要件） 

第２条 この要綱により協力店の認定を受けることができる店舗等は、市内に店舗等を有し、

かつ、別表に掲げる必須項目の全て及び選択項目の５項目以上に該当するものとする。 

（申込み） 

第３条 協力店の認定を受けようとする店舗等は、柏崎市リサイクル協力店認定申請書（別記

第１号様式）を市長に提出しなければならない。 

（認定等） 

第４条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、第２条に規定する認定要件について審

査を行うものとする。 

２ 市長は、前項の審査により、認定することを決定したときは、柏崎市リサイクル協力店認

定証（別記第２号様式）及び柏崎市リサイクル協力店認定ステッカー（別記第３号様式）を

交付するものとする。 

３ 市長は、第１項の審査により、認定しないことを決定したときは、柏崎市リサイクル協力

店認定却下・取消通知書（別記第４号様式）により通知するものとする。 

（協力店の責務） 

第５条 協力店は、前条第２項のステッカーを店舗等の見やすい場所に表示するとともに、同

項の認定証に記載された必須項目及び該当する選択項目に積極的に取り組むほか、その取組

の状況の周知に努めなければならない。 

２ 協力店は、毎年度の取組の状況を柏崎市リサイクル協力店実績報告書（別記第５号様式）

により、翌年度の４月30日までに市長に報告しなければならない。 

３ 協力店は、取組に必要な経費（前条第２項に規定する認定に係る経費を除く。）を負担す

るものとする。 

（市の責務） 

第６条 市長は、協力店の取組及び制度が広く市民に周知されるよう広報活動に努めるものと

する。 

（調査） 

第７条 市長は、第１条に規定する目的の達成に係る協力店の取組の状況を調査することがで

きる。 

（認定の廃止） 

第８条 協力店は、認定要件を満たさなくなったとき、又は協力店として認定された店舗を閉

店するときは、柏崎市リサイクル協力店廃止届（別記第６号様式）を市長に提出しなければ

ならない。 

（認定の取消し等） 

第９条 市長は、前条の廃止届の提出があったとき、第２条に規定する認定要件を満たさなく

なったとき、又は第７条に規定する調査の結果認定を取り消すべきと判断したときその他協

力店として不適当と認めるときは、認定を取り消すことができる。 
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２ 市長は、前項の規定により認定を取り消したときは、柏崎市リサイクル協力店認定却下・

取消通知書により通知するものとする。 

（その他） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

別表（第２条関係） 

必須項目 

１ 家庭から排出される資源物を店頭回収する。 

２ 回収した資源物は、廃棄物とすることなく、自店舗の処理ルートで適正にリサイクル

する。 

選択項目 

１ 食品トレイの店頭回収を実施する。 

２ ペットボトルの店頭回収を実施する。 

３ プラスチック製容器包装の店頭回収を実施する。 

４ 空き缶類の店頭回収を実施する。 

５ 空き瓶類の店頭回収を実施する。 

６ 紙パックの店頭回収を実施する。 

７ 紙製容器包装の店頭回収を実施する。 

８ ダンボールの店頭回収を実施する。 

９ レジ袋の削減に積極的に取り組む。 

10 商品の簡易包装に努める。 

11 自店舗から排出するごみの減量化及び再資源化に努める。 

別記 
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第１号様式（第３条関係） 
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第２号様式（第４条関係） 
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第３号様式（第４条関係） 

 

第４号様式（第４条、第９条関係） 
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第５号様式（第５条関係） 
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第６号様式（第８条関係） 

 
 


